
高
教
組
も
参
加
し
て
い
る

ま
ず
早
朝
は
、
三
菱
重
工
本

動
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後

長
崎
県
春
闘
共
闘
会
議(

春

館
前
・
長
崎
駅
前
・
長
崎
市

は
、
九
電
・
Ｊ
Ｒ
九
州
・
経

闘
共
闘)

は
２
月

日
、｢

地

役
所
前
の
３
カ
所
で
宣
伝
行

営
者
協
会
・
ト
ラ
ッ
ク
協
会

14

域
総
行
動｣

に
と
り

・
建
設
協
会
へ
の
要
請
行
動

く
み
、
早
朝
の
宣
伝

を
行
い
ま
し
た
。

行
動
か
ら
、
夕
方
の

夕
方
は
、
勤
労
福
祉
会
館

闘
争
宣
言
集
会
ま

で
闘
争
宣
言
集
会
を
開
催

で
、
終
日
、
活
動
し

し
、
こ
の
日
の
要
請
行
動
の

ま
し
た
。

報
告
と
、
各
労
組
か
ら
春
闘

の
決
意
表
明
を
行
い
、｢

８

県
立
の
高
校
・
特
別
支
援

明
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ

ト
レ
ス
の
要
因
に
つ
い
て
、

担
当
医
の
説
明
の
中
で
示
さ

時
間
働
い
て
人
間
ら
し
く
暮

ま
し
た
。

学
校
全
校
で
、
昨
年

月

れ
ら
の
会
議
で
明
ら
か
に
な

項
目
か
ら
選
択
す
る
問
が

れ
た
の
が
、
病
休
や
休
職
か

ら
せ
る
社
会
を
実
現
し
よ

こ
の
行
動
に
高
教
組

10

29

16

日
か
ら
２
週
間
の
期
間
で
実

っ
た
こ
と
を
お
伝
え
し
ま

あ
り
ま
す
が
、
九
州
中
央

ら
復
帰
し
た
人
が
、｢

今
思

う
！｣

等
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

か
ら
は
本
部
役
員
４
人

施
さ
れ
た
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

す
。

病
院
で
の
説
明
の
中
で
、
九

い
返
し
て
み
て
、
そ
の
当
時

確
認
し
て
決
意
を
固
め
合
い

が
参
加
し
ま
し
た
。

ク
の
結
果
が
、
県
立
学
校
総

州
・
沖
縄
地
区
の
昨
年
度
の

ど

う

す

れ

ば

良
か

っ

た

括
安
全
衛
生
員
会(

２
月
７

高
ス
ト
レ
ス
者
が
要
因
と
し

か
？｣

に
つ
い
て
答
え
た
ア

日)

で
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し

て
あ
げ
た
上
位

項
目
の
一

ン
ケ
ー
ト
結
果
で
す(

左
の

10

た
。
ま
た
、
２
月

日
に
開

今
年
度
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ

覧
を
別
掲
で
示
し
て
い
ま
す
。

グ
ラ
フ)

。
約
半
数
の
人
が

25

催
さ
れ
た
公
立
学
校
共
済
九

ッ
ク
の
受
検
者
は
、
県
立
学

ど
の
校
種
で
も
、｢
事
務
的
な

｢

話
を
聞
い
て
も
ら
え
ば
良

年
度
末
が
近
づ
き
、
１
年
間

し
た
。
続
く

日
に
は
、
長

８
人
が
参
加
し
て
、
全

22

州
中
央
病
院
運
営
協
議
会
で

校
全
体
で
４
３
５
５
人(

受

業
務
量｣

が
１
・
２
位
を
占
め

か
っ
た｣

と
答
え
て
お
り
、

の
と
り
く
み
の
ま
と
め
や
慰

崎
支
部
の
退
職
者
慰
労
会
が

国
や
ブ
ロ
ッ
ク
の
学
習

も
、
九
州
・
沖
縄
地
区
の
昨

検
率

・
７
％)

で
、
高
ス

て
お
り
、
業
務
量
の
多
さ
が

苦
し
い
と
き
に
誰
か
に
話
を

労
の
会
が
、
専
門
部
や
支
部

行
わ
れ
、

人
の
参
加
が
あ

交
流
集
会
の
参
加
者
か

92

21

年
度
と
今
年
度
の
ス
ト
レ
ス

ト
レ
ス
と
判
定
さ
れ
た
人
は

ス
ト
レ
ス
の
要
因
に
な
っ
て

す
る
こ
と
、
苦
し
ん
で
い
る

で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

り
ま
し
た
。

日
に
は
障
教

ら
の
報
告
等
が
あ
り
ま

23

チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
か
ら
分
か

４
２
２
人(

９
・
７
％)

で
し

い
る
こ
と
は
明
白
で
す
。

人
の
話
を
聞
け
る
人
が
い
る

２
月

日
に
は
、
西
彼
支

部
の
還
流
学
習
会
が
行
わ
れ

し
た
。

21

る
こ
と
に
つ
い
て
、
九
州
中

た
。
前
年
度
と
比
べ
る
と
、

こ
と
の
重
要
性
が
示
さ
れ
て

部
で
退
職
者
慰
労
会
が
行
わ

央
病
院
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

実
数
で

人
、
率
で
１
ポ
イ

い
ま
す
。

れ
、

人
の
参
加
が
あ
り
ま

73

11

セ
ン
タ
ー
の
担
当
医
か
ら
説

ン
ト
増
加
し
て
い
ま
す
。
ス

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
で
は
、

職
場
ご
と
の
集
団
分
析
も
行

わ
れ
、
各
職
場
の
結
果
は
校
長

に
知
ら
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

各
職
場
で
の
改
善
に
つ
な
げ

る
こ
と
が
目
的
で
す
か
ら
、

各
職
場
の
安
全
衛
生
委
員
会

で
の
議
論
が
必
要
で
す
。
総

括
安
全
委
員
会
で
も
、
各
学

校
の
安
全
衛
生
委
員
会
で
進

め
る
べ
き｢

具
体
的
な
取
組｣

と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

ス
ト
レ
ス
要
因
で｢

人
間
関

係｣

の
順
位
も
高
い
こ
と
に
関

わ
っ
て
、
九
州
中
央
病
院
の

組合は であい ふれあい たかめあい

今
年
度
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果

県
立
学
校
で
の
高
ス
ト
レ
ス
者
の
割
合
は
９
・７
％

昨
年
度
よ
り
１
ポ
イ
ン
ト
増

業
務
量
が
高
ス
ト
レ
ス
の
主

な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
明
白

卒
業
生
が
巣

立
つ
季
節
だ
。

彼
ら
が
学
び
、

教
師
が
伝
え
た

の
は
い
っ
た
い

な
ん
だ
ろ
う
。

「
教
育
」
は
、

本
来
民
主
主
義

を
学
ぶ
こ
と
に
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
の
求
め
る

も
の
を
与
え
、
「
遊
び
」

を
通
し
て
「
集
中
す
る
能

力
」
を
体
得
す
る
。
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
も
テ
ス
ト
も
な

く
、
評
価
は
問
題
が
解
け

る
か
ど
う
か
だ
け
。
学
び

は
、
本
来
好
き
な
こ
と
を

す
れ
ば
よ
い
は
ず
だ
が
、

い
ま
の
公
教
育
は
、
学
校

で
す
る
こ
と
を
好
き
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
問
題
児
」
こ
そ
大
歓

迎
。
問
題
行
動
は
「
闘
い
」

を
放
棄
し
て
い
な
い
証
だ

か
ら
だ
。
子
ど
も
た
ち
は

自
由
を
保
障
さ
れ
る
が
、

自
身
を
制
御
す
る
と
い
う

重
責
も
学
ぶ
。

教
育
の
原
点
は
親
に
あ

る
。
子
ど
も
が
独
立
す
る

ま
で
育
て
る
の
は
親
の
義

務
だ
ろ
う
。
そ
の
親
を
援

助
す
る
た
め
に
学
校
や
教

師
は
あ
る
。
親
の
責
任
を

免
除
す
る
た
め
で
は
な

い
。父

母
に
は
、
学
校
運
営

に
参
加
す
る
権
利
が
保
障

さ
れ
る
。
教
師
は
常
に
授

業
を
公
開
で
き
る
準
備
が

必
要
だ
ろ
う
。

校
則
も
予
算
も
教
師
採

用
や
解
雇
も
子
ど
も
、
親

参
加
の
全
校
集
会
で
決
め

ら
れ
る
。
目
指
す
も
の
は
、

民
主
主
義
的
共
同
体
。

こ
れ
は
た
だ
の
世
迷
い

言
、
妄
想
に
し
か
す
ぎ
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

虫の目・魚の目

（最終回）

春
闘

地
域
総
行
動

19宣
伝
行
動
・
要
請
行
動
・
集
会
で

地
域
の
仲
間
と

終
日
活
動

支
部
で

専
門
部
で

集
ま
っ
て

語
り
合
い

交
流
を
深
め
ま
し
た

（上）九電への要請行動

（右）
三菱重工本
館前での早
朝宣伝行動

（上）闘争宣言集会で発言する

高教組の鍛治委員長

右上：障教部還流学習会

左上：長崎支部の

退職者慰労会

右下：西彼支部の

退職者慰労会

集
団
分
析
の
結
果
に
つ
い
て

職
場
内
で
の
議
論
が
必
要

教
職
員
同
士
で
話
を
す
る

・
話
を
聞
く
こ
と
が
大
事
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る
を
え
な
く
な
り
、
ア
メ

者
か
ら
の
①
「
憲
法
３
０
０

て
胸
に
刻
み
、
通
常
国
会

独
立
を
守
り
、
国
及
び
国

リ
カ
の
よ
う
な
経
済
的
徴

０
万
署
名
」
を
全
教
職
員
対

で
の
改
憲
発
議
を
許
さ
な

民
の
安
全
を
保
つ
た
め
に

兵
制
も
で
き
あ
が
る
。

話
を
視
野
に
、
職
場
・
地
域

い
た
め
に
「
憲
法
３
０
０

必
要
な
自
衛
の
措
置
を
と

で
署
名
を
よ
び
か
け
よ
う
、

０
万
署
名
」
を
職
場
、
地

る
こ
と
を
妨
げ
ず
、
そ
の

講
演
の
最
後
に
、
白
神
弁

②
支
部
・
分
会
・
職
場
で

域
で
大
き
く
広
げ
ま
し
ょ

た
め
の
実
力
組
組
織
と
し

護
士
は
、｢

国
民
に
対
し
て
ウ

「
安
倍
９
条
改
憲
を

許
さ

う
。

て
、（
中
略
）、
自
衛
隊
を

安
倍
９
条
改
憲
を
許
さ
な

家
に
よ
る
国
家
の
た
め
の
憲

放
し
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ソ
、
ご
ま
か
し
だ
ら
け
の
政

な
い
」
新
聞
全
教
号
外
等
を

保
持
す
る
」。

い
た
た
か
い
の
交
流
と
学
習

法
に
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
。

②
自
衛
隊
の
形
が
１
８
０
度

権
、
国
に
と
っ
て
都
合
の
悪

使
っ
た
学
習
に
と
り
く
も

※
こ
の
９
条
改
憲
は
、
憲

会
が
２
月

日
都
内
で
開
催

現
に
自
民
党
の
憲
法
改
正
草

変
わ
る
こ
と
。
集
団
的
自

を
無
視
し
内
閣
だ
け
で
）

い
言
論
を
封
じ
込
め
弾
圧
す

う
、
③
と
り
わ
け
４
月
の
統

法
違
反
の
「
戦
争
法
」

23

さ
れ
ま
し
た
。
主
催
は
全
教

案
で
は
第

条
「
基
本
的
人

衛
権
の
行
使
で
自
衛
隊
の

「
政
令
」
を
出
す
こ
と
が

る
政
権
が
憲
法
改
正
を
言
う

一
地
方
選
挙
、
７
月
の
参
院

を
合
憲
化
し
、
憲
法
に

97

と
教
組
共
闘
連
絡
会
で
長
崎

権
は
（
中
略
）
侵
す
こ
と
の

戦
争
参
加
。

で
き
る
。

こ
と
の
胡
散
臭
さ
、
任
し
て

選
挙
で
改
憲
勢
力
を
２
／
３

書
き
込
ま
れ
る
自
衛
隊

高
教
組
か
ら
は
寺
田
書
記
次

で
き
な
い
永
久
の
権
利
」
を

③
９
条
改
憲
と
セ
ッ
ト
の
緊

④
突
出
す
る
防
衛
（
軍
事
）

い
い
の
か
、
日
本
国
憲
法
は

未
満
に
追
い
込
む
た
め
に
力

は
「
専
守
防
衛
や
災
害

長
が
参
加
し
ま
し
た
。

全
文
削
除
し
て
い
る
。
今
、

急
事
態
条
項
の
創
設
。
時

費
の
一
方
で
社
会
保
障
費

人
間
の
歴
史
が
前
に
進
ん
で

を
尽
く
そ
う
、
等
の
今
後
の

派
遣
の
自
衛
隊
」
で
は

交
流
・
学
習
会
で
は
、
愛

公
立
学
校
の
教
員
は
公
務
員

の
政
権
が
「
口
実
」
を
つ

の
引
き
下
げ
。
国
民
は
貧

い
る
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ

行
動
提
起
を
確
認
し
閉
会
し

な
く
、
「
集
団
的
自
衛

知
県
私
学
の
「
高
校
生
１
万

だ
か
ら
憲
法
を
教
え
な
い
と

く
り
、
憲
法
が
保
障
す
る

困
に
、
そ
し
て
若
者
は
生

る
希
望
の
光
で
す｣

と
結
び
ま

ま
し
た
。

権
の
行
使
な
ど
武
力
行

人
『
模
擬
国
民
投
票
』
」
の

い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。

人
権
や
権
力
の
手
を
縛
る

活
費
や
学
費
の
重
い
負
担

し
た
。

「
教
え
子
を
再
び
戦
場
に

「
第
九
条
二

前
条
の
規

使
が
で
き
る
自
衛
隊
」

と
り
く
み
報
告
を
副
実
行
委

憲
法
の
授
業
＝
「
政
治
的
」

し
く
み
を
停
止
す
る(

国
会

の
た
め
自
衛
隊
に
入
ら
ざ

こ
の
後
、
集
会
は
、
主
催

送
ら
な
い
」
の
誓
い
を
改
め

定
は
、
我
が
国
の
平
和
と

の
こ
と
。

員
長
の
高
校
生
か
ら
、
京
都

と
考
え
る
教
員
も
多
く
障
害

教
職
員
組
合
か
ら
は
「
３
０

も
あ
る
と
思
う
が
、「
教
え
子

０
０
万
署
名
大
作
戦
」
の
と

を
再
び
戦
場
に
送
ら
な
い
」

り
く
み
報
告
が
あ
り
ま
し

や
竹
本
源
治
の
「
戦
死
せ
る

た
。
そ
の
後
、
白
神
優
理
子

教
え
児
よ
」を
教
訓
に
し
て
。

弁
護
士
が
「
憲
法
に
あ
る
希

望-

憲
法
を
守
り
生
か
す
取

り
組
み
を
広
げ
る
た
め
に-

」

「
３
０
０
０
万
署
名
」
の
大

と
題
し
て
講
演
し
ま
し
た
。

き
な
意
味
は
国
民
投
票
の
際

以
下
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し

に
発
揮
で
き
る
こ
と
。
署
名

ま
す
。

し
て
も
力
は
な
い
と
懐
疑
的

な
反
応
も
あ
る
が
、
「
３
０

０
０
万
署
名
」
は
国
民
投
票

で
「
改
正
反
対
」
に
投
ず
る

戦
争
す
る
（
で
き
る
）
国

こ
と
に
つ
な
が
る
、
現
憲
法

に
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
、
現

に
お
墨
付
き
を
与
え
る
こ
と

憲
法
の
「
個
人
の
人
権
を
国

が
で
き
る
、
政
権
側
は
二
度

政
の
上
で
最
大
に
尊
重
」
か

と
改
憲
と
は
言
え
な
く
な

ら
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組合は であい ふれあい たかめあい

「高校教育『改革』の危険なねらいと私たちの対抗軸」（児美川講演 第４回）

６．新学習指導要領

（１）新学習指導要領のねらいを模式的に表すと…

（２）これまでの発想の大胆な転換、なぜ高校の教科・科目の変更が行われたのか。

新学習指導要領では「どんな力をつけるか」の議論が選考し、そのために「何を学ぶか」

「どのように学ぶか」へとしていることです。これは、中教審の教育課程部会では「教育

課程企画特別部会」が先行しその後に「教科別の部会」へ降ろされていったことからも明

らかです。要するに、資質・能力が、教育内容を決め、特定の教育方法(アクティブ・ラー

ニング)を必然のものとしました。だからこそ、高校においては、新教科・科目のオンパレ

ード、国語科に典型的に見られるような変質が行われたのです。そして実際に、資質・能

力が身についたかどうかを点検するための「学習評価」の充実として、教育課程の実施と

点検を改善につなげるPDCAサイクルを回すために、「カリキュラム・マネジメント」をこと

さら強調しています。

（３） 新学習指導要領の問題性

１）相変わらずの詰め込み主義

「資質・能力」を強調し、「主体的・対話的で深い学び」を喧伝するわりには、教育内容

の精選は図られず、小学校では時間割のパンク、高校でも地歴・公民に必修科目が3つ

というように。要するに矛盾は、学校と教師にしわ寄せということです。そういう中に、

学校と教師に対する管理・統制のさらなる強化が図られ、「教育内容」だけではなく、「教

育方法」も「評価」も、そして教育活動全体の「マネジメント」も統制と評価の対象と

しています。

２）格差の拡大を容認

十分な条件整備なき「アクティブ・ラーニング」は生徒間の格差を広げることは明ら

かになっています。エリート層の選抜と育成のために、全体を巻き込む(混乱は度外視)

＜切り捨てられる生徒の出現＞という体制とパラレルが出現します。これは学校制度の

実質的な「複線化」ともリンクしていきます。

３）「資質・能力」論の偏向・・・政府、産業界が求める資質・能力・・・・

想定されている「資質・能力」は、中立的なものではないと言うことです。例えば、

政府見解には従順に従う「思考力・判断力」、批判的リテラシーの欠如、「知識基盤社会」

という名目での産業界寄りの能力、ということです。

４） 学校教育全体の「道徳化」(=生き方教育化)

高校における道徳教育が強化されます。「道徳教育の全体計画」「道徳教育推進教師」

等がありますが、「推進教師」は一体何をするのか不明です。「公共」・「倫理」と「特別

活動」が高校の「中核的な指導の場面」として位置づけられ、各教科における学びの「生

き方教育」化を、としています。つまり、すべての学びが、生徒が「どのように社会・

世界と関わり、よりよい人生を送るか」にまでせり上がることが求められるものとなっ

ています。
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